
　　　平成２３年度上半期　経営情報

    http://www.shinei-shinkumi.co.jp/

本店所在地 新潟市江南区旭２丁目１番２号
創 立  昭和２８年９月（１９５３年）
総 資 産 ５３８億円
出 資 金 １３億円
店 舗 数 ８店舗
役 職 員 数 ８４名　

平成23年9月30日現在



　平成２３年度上半期（平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日まで）における経営情報を
お知らせいたします。
（注）本資料に掲載している計数は、単位未満を切り捨てて表示しております。

債権額 担保・保証等 貸倒引当金 保全額 保全率
(A) (B) (C) （D)=(B)+(C) (D)/(A)

平成23年3月末 782 490 291 782 100.00
平成23年9月末 738 457 280 738 100.00
平成23年3月末 399 343 50 393 98.53
平成23年9月末 608 520 71 592 97.34
平成23年3月末 185 110 78 189 100.00
平成23年9月末 256 152 74 227 88.65
平成23年3月末 1,367 944 421 1,365 99.84
平成23年9月末 1,602 1,131 426 1,557 97.17
平成23年3月末 33,342
平成23年9月末 32,988
平成23年3月末 34,710
平成23年9月末 34,591

　(注)平成２３年９月末の計数は、「金融機能の再生のための

　　　緊急処置に関する法律施行規則」第４条に規定する各債権

　　　のカテゴリーにより分類し、以下の簡便な方法により算出

　　　しております。従って、平成２３年３月末の計数とは算出

　　　方法が異なるため、計数は連続しておりません。

《平成２３年９月末の算出方法》

務者 自 務者

正 常 債 権

合 計 ②

区　　　分

❑ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額
(単位：百万円、％)

不 良 債 権 計①

破産更生債権及びこれ
ら に 準 ず る 債 権

危 険 債 権

要 管 理 債 権

正常債権

金融再生法

開示債権
平成23年9月

破産更生債権及び

これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

不良債権

不良債権比率（①÷②）※

平成２３年３月末 3.94%
平成２３年９月末 4.63%
※債権額に占める不良債権の
　 割合を表しております。

　　１．債務者区分については原則として平成２３年３月末時点における自己査定による債務者区分を基準としております。

　　　　ただし、４月１日から９月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実による債務者区分の変更等のあった債務者につ

　　　いては、当組合の定める基準に基づく債務者区分見直し後の債務者区分によっております。

　　２．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額は、債務者区分でいう破綻先及び実質破綻先に該当する債務者に

　　　対する債権の合計です。

　　３．「危険債権」の金額は、債務者区分でいう破綻懸念先に該当する債務者に対する債権の合計です。

　　４．「要管理債権」の金額は、債務者区分でいう要注意先に該当する債務者に対する債権のうち、貸出条件を緩和して

　　　いる債権及び３カ月以上延滞している債権の合計です。

　　５．「正常債権」の金額は、債務者の財務状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれら

　　　に準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権の合計です。

　　６．「担保・保証等(B)」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証等による回収が可能と認められる額です。

　　　また、要管理債権の「担保・保証等(B)」は、当該債権額と当該債務者の総債権額の比例按分により求めております。

❑ 単体自己資本比率（国内基準） (単位:％)

区　　分

自 己 資 本 比 率

❑ 預金・貸出金の状況 (単位:百万円)

区　　分

預 金 残 高

貸 出 金 残 高

❑ 損益の状況 (単位:百万円)

区　　分

業 務 純 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

（参考）平成２３年３月末平 成 ２２ 年  ９ 月 末

7.477.02

51,190
（参考）平成２３年３月末

平 成 ２２ 年  ９ 月 末 （参考）平成２３年３月末
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❑ 貸出金業種別残高・構成比 (単位:百万円、％)

❑ 有価証券の時価情報

○貸出金の業種別残高構成比では、個人のお

客様が42.2％で最も多くなっております。

以下、製造業、建設業、各種サービス業をは

じめ、様々な業種のお客様に幅広くご利用い

ただいております。

製造業

卸売・小売業

不動産（賃貸）業

各種サービス業地方公共団 その他

個人

農業・林業

建設

２．満期保有目的の債券 ３．その他有価証券
【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】 (単位:百万円) 【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】 (単位:百万円)

種　　類
貸借対照表
計　上　額

時   価 差    額
貸借対照表
計 上  額

時   価 差    額 種　　類
貸借対照表
計　上　額

取得原価 評価差額
貸借対照表
計　上　額

取得原価 評価差額

社　　債 100 100 0 100 101 1 国　　債 - - - 100 100 0
外国証券 124 136 12 124 126 2 社 債 101 101 0 100 100 0

１．売買目的有価証券に区分した有価証券並びに子会社・子法人等株式及び関連法人等株式に区分した有価証券はありません。

平成２３年 ３月末 平成２３年 ９月末平成２３年 ９月末 平成２３年 ３月末

金　　額 構成比 金　　額 構成比

製 造 業 2,011 5.8 1,864 5.4
農 業 ・ 林 業 270 0.8 283 0.8
漁 業 - - - -
鉱 業 - - - -
建 設 業 2,766 8.0 2,500 7.2
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - -
情 報 通 信 業 32 0.1 34 0.1
運 輸 業 127 0.4 135 0.4
卸 売 ・ 小 売 業 1,487 4.3 1,573 4.5
金 融 ・ 保 険 業 59 0.2 61 0.2
不 動 産 業 10,212 29.5 10,113 29.2
各 種 サ ー ビ ス 業 2,377 6.9 2,430 7.0
そ の 他 の 産 業 5 0.0 7 0.0
小　　　　　　　　　計 19,350 56.0 19,002 54.8

地 方 公 共 団 体 617 1.8 655 1.9
個人（住宅・消費・納税資金等） 14,581 42.2 14,998 43.3
合　　　　　　　　　　計 34,549 100.0 34,656 100.0

業 種 別
平成２３年９月末 平成２３年３月末

❑ 中小企業金融円滑化法への対応状況

外国証券 124 136 12 124 126 2 社　　債 101 101 0 100 100 0
小　　計 224 236 12 224 227 3 株    式 18 18 0 - - -

小　　計 119 119 0 200 200 0

【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】 【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

種　　類
貸借対照表
計　上　額

時   価 差    額
貸借対照表
計　上　額

時   価 差    額 種　　類
貸借対照表
計　上　額

取得原価 評価差額
貸借対照表
計　上　額

取得原価 評価差額

外国証券 1,199 984 △ 215 1,399 1,143 △ 256 国　　債 - - - 196 199 △ 2
小　　計 1,199 984 △ 215 1,399 1,143 △ 256 社　　債 100 101 0 - - -

株    式 2 2 0 19 21 △ 1
投資信託 181 236 △ 54 201 244 △ 43
小　　計 284 340 △ 55 417 464 △ 47

【合計】 【合計】

貸借対照表
計　上　額

時   価 差    額
貸借対照表
計　上　額

時   価 差    額
貸借対照表
計　上　額

取得原価 差    額
貸借対照表
計　上　額

取得原価 差    額

1,423 1,221 △ 202 1,623 1,371 △ 252 404 459 △ 55 618 665 △ 47

平成２３年 ３月末
満期保有
目的の債券

平成２３年 ９月末 平成２３年 ３月末
その他
有価証券

平成２３年 ９月末

平成２３年 ９月末 平成２３年 ３月末平成２３年 ９月末 平成２３年 ３月末

（単位：百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

中小企業者 390 3,535 3 3 362 3,317 15 163 10 51

住宅ローン 40 440 1 1 30 316 5 81 4 41

合　　計 430 3,976 4 4 392 3,634 20 244 14 93

条件変更受付対応状況（平成23年9月末現在）

受付 審査中 実行 取下げ 謝絶

当組合は公共的使命を全うするため、地域経済・地域住民の繁栄を願い、豊かな地域社会づくりに貢献することを
経営理念に掲げ、創意と工夫を活かして組合員や地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報公開を行うとともに、
組合員の皆様との対話により金融の円滑化に取組んでおります。その取組みに際しては、中小企業金融円滑化法、
協同組合による金融事業に関する法律施行規則及び組合の経営理念・経営方針に沿った金融円滑化管理方針を定め
全職員が対応しております。



　❑ 主な地域行事への参加 ❑ 第59回通常総代会の決議事項

　❑ 地域密着型金融の取り組み状況について

❑ 総代会制度・選出方法

　❑ 融資を通じた地域貢献

当組合は､地域に最も身近な金融機関として新潟市

《江南区・中央区・東区・北区・西区・秋葉区(旧黒埼

町、小須戸町を除く)》を主な営業地域として、地元中

小企業者や住民が組合員となって、お互い助け合い発展

していくことを共通の理念として運営されている「相互

扶助型」の金融機関です。地元のお客様からお預かりし

た大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とする

お客様に融資を行い、事業や生活の繁栄に資するため地

域社会の活性化に取り組んでおります。相互扶助という

信用組合の特性に基づき、「創業・新事業支援・経営改

善支援・事業再生・事業継承」のライフサイクルに応じ

た取引先（組合員）の一層の支援に努めるとともに、お

客様のご意見・ご要望等を業務に反映させることにより、

更なるサービス向上に努めてまいります。

１．総代会制度について

当組合は、組合員同士の「相互信頼」に基づき、組合員１人

１人の意見を尊重し経営に反映させる協同組織金融機関です。

したがって、組合員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権

を持ち、総会を通じて当組合の経営に参加することができます。

しかし、当組合は組合員15,849名（23年9月末）と多く総会の

開催が困難なため、中小企業等協同組合法及び定款に定めると

ころにより、総会に代えて総代会制度を採用しております。総

代会は、組合員１人１人の意見が経営に反映されるよう、組合

員の中から適正な手続きにより選出された総代により運営され、

組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保しておりま

す。また、総代会は当組合の最高意思決定機関であり、決算や

事業活動等報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の

承認、定款変更、理事監事の選任等、当組合の重要事項に関す

る審議・決議が行われます。当組合では、総代会に限定するこ

となく、組合員（利用者）アンケート調査の実施や日常の営業

活動並びに各店舗における「友の会」行事を通じて、総代や組

合員とのコミュニケーションを大切にし 様々な経営改善に取

平成23年6月24日に開催された第59回通常総代会において、

次の事項が付議され、それぞれ原案通り承認されました。

・決議事項

第1号議案 平成22年度事業報告並びに収支決算承認の件

第2号議案 平成22年度損失処理案承認の件

第3号議案 平成23年度事業計画並びに収支予算案承認の件

第4号議案 平成23年度役員報酬総額決定の件

第5号議案 平成23年度借入金最高限度額決定の件

第6号議案 組合員法定脱退の件

第7号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

平成23年7月14日 袋津まつり参加

平成23年7月30日 横越商工大祭参加（台風のため中止）

平成23年8月 5日 理事長杯江南区親善ゲートボール大会

平成23年8月20日 稲葉まつり参加

平成23年8月25日 亀田まつり甚句流し参加

中小零細事業者および個人の皆さまの幅広い資金ニー

ズにお応えするため、事業性のご融資や住宅ローンなど

の個人向けの各種ローンのほか、県・市や信用保証協会

などの中小企業向け制度融資についても積極的に対応し

てまいりましたが、平成23年9月期の融資残高は対期首

107百万円減少し、34,549百万円となりました。

　❑ 「しんえいお客様相談室」のご案内

　❑ その他のご案内

      本店・支店のご案内

当組合では、お客様からのご要望等にお応えする

ため「お客様相談室」を設置しております。信用組

合業務に関してお困りのことや当組合へのご意見、

ご要望がございましたら、ご遠慮なくお申し付けく

ださい。又、近年「振込め詐欺」など不正に預金を

引出そうとする犯罪が増え、巧妙化しております心

当たりのない振込みを指示する電話や、郵便物を受

け取った際には事実を良く確認し、最寄の警察署等

にご相談下さい。
「しんえいお客様相談室 」 TEL ０１２０－４００－１０３

合員とのコミュニケ ションを大切にし、様々な経営改善に取

り組んでおります。

２．総代の選出方法並びに任期・定数

総代は、組合員の代表として、組合員の総意を当組合の経営に

反映する重要な役割を担っております。そこで総代の選出は

「総代選挙規程」に基づき、組合員の中から総代立候補者を

もって総代選挙会において選出されます。

総代の任期は３年です。（任期：平成26年3月改選まで）

総代の定数は100人以上135人以内で、選挙区域毎に定めており

ます。

＊「休日ローン相談窓口」を開設・実施中です。

○ご利用時間 ◆土・日曜日10：00～17：00

○実施店舗 ◆本店

＊「休日ATMコーナー」のご利用時間

○ご利用時間 ◆土・日曜日9：00～19:00

○実施店舗 ◆本店・稲葉支店・横越支店

馬越支店・大形支店

本 部 新潟市江南区旭２丁目１番２号 ０２５（３８２）４１１１（代）

本 店 新潟市江南区旭２丁目１番２号 ０２５（３８２）５５０１（代）

馬 越 支 店 新潟市中央区本馬越１丁目２番１１号 ０２５（２４３）１８３１（代）

大 形 支 店 新潟市東区逢谷内６丁目９番５号 ０２５（２７４）３４６６（代）

上 町 支 店 新潟市江南区亀田本町４丁目１番５２号 ０２５（３８２）３１６１（代）

松 浜 支 店 新潟市北区松浜本町１丁目４番１６号 ０２５（２５９）５７１１（代）

稲 葉 支 店 新潟市江南区諏訪３丁目４番２３号 ０２５（３８２）３８１１（代）

横 越 支 店 新潟市江南区横越中央２丁目１番３号 ０２５（３８５）３８３１（代）

東 堀 支 店 新潟市中央区東堀前通４番町３９４番地 ０２５（２２８）９２１１（代）

事 業性 融資 19,350百万円
うち個人ローン 1,415百万円
うち住宅ローン 9,195百万円

地方公共団体 617百万円

個人向け融資 14,581百万円


